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12
　
安
全
保
障
理
事
会
決
議
一
四
八
三

（
二
〇
〇
三
）（
イ
ラ
ク
制
裁
解
除
）

（
抄
）

採　
　

択　

二
〇
〇
三
年
五
月
二
二
日（
一
四
対
〇
、
欠
席
一
）

　　

安
全
保
障
理
事
会
は
、

　

同
理
事
会
の
従
前
の
す
べ
て
の
関
連
す
る
決
議
を
想
起
し
、

　

イ
ラ
ク
の
主
権
及
び
領
土
保
全
を
再
確
認
し
、

　

ま
た
、
イ
ラ
ク
の
大
量
破
壊
兵
器
の
武
装
解
除
及
び
最
終
的

に
は
武
装
解
除
を
確
認
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
再
確
認
し
、

　

イ
ラ
ク
国
民
が
自
由
に
自
ら
の
政
治
的
将
来
を
決
定
し
自
ら

の
天
然
資
源
を
管
理
す
る
権
利
を
強
調
し
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の

こ
と
が
可
能
と
な
る
状
況
を
可
能
な
限
り
早
急
に
つ
く
り
出
す

こ
と
を
支
持
す
る
す
べ
て
の
関
係
す
る
当
事
者
の
コ
ミ
ッ
ト
メ

ン
ト
を
歓
迎
す
る
と
と
も
に
、
イ
ラ
ク
人
が
自
ら
を
統
治
す
る

日
が
早
急
に
訪
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
決
意
を
表
明
し
、

　

す
べ
て
の
イ
ラ
ク
市
民
に
対
し
て
民
族
、
宗
教
又
は
性
別
に

か
か
わ
り
な
く
平
等
な
権
利
と
正
義
を
与
え
る
法
の
支
配
に

基
づ
い
た
代
表
政
府
を
形
成
す
る
た
め
の
イ
ラ
ク
国
民
に
よ
る

努
力
を
奨
励
し
、
ま
た
、
こ
の
関
連
で
、
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月

三
一
日
の
決
議
一
三
二
五（
二
〇
〇
〇
）を
想
起
し
、

　

こ
の
点
に
関
す
る
イ
ラ
ク
国
民
の
最
初
の
数
歩
を
歓
迎
す
る

と
と
も
に
、
こ
の
関
連
で
二
〇
〇
三
年
四
月
一
五
日
の
ナ
シ
リ

ア
の
声
明
及
び
二
〇
〇
三
年
四
月
二
八
日
の
バ
グ
ダ
ッ
ド
の
声

明
に
留
意
し
、

　

人
道
的
救
済
、
イ
ラ
ク
の
復
興
及
び
代
表
制
に
よ
る
統
治
の

た
め
の
国
家
及
び
地
方
の
組
織
の
回
復
及
び
設
立
に
お
い
て
、

国
連
が
重
大
な
役
割
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
決
意
し
、

　

（
中
略
）

　

イ
ラ
ク
の
前
政
権
に
よ
り
行
わ
れ
た
犯
罪
及
び
残
虐
行
為
に

対
す
る
責
任
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
性
を
確
認
し
、

　

（
中
略
）

　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
及
び
グ
レ
ー
ト
・
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
部

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
の
常
駐
代
表
発
安
全
保
障
理
事
会

議
長
宛
二
〇
〇
三
年
五
月
八
日
付
け
書
簡（
Ｓ
／
二
〇
〇
三
／

五
三
八
）に
留
意
す
る
と
と
も
に
、
統
合
さ
れ
た
司
令
部（「
当

局
」）の
下
に
あ
る
占
領
国
と
し
て
の
こ
れ
ら
の
諸
国
の
関
係
国

際
法
の
下
で
の
特
定
の
権
限
、
責
任
及
び
義
務
を
認
識
し
、

　

さ
ら
に
、
占
領
国
で
な
い
そ
の
他
の
諸
国
が
当
局
の
下
で
現

在
活
動
し
て
い
る
、
又
は
将
来
活
動
し
う
る
こ
と
に
留
意
し
、

　

さ
ら
に
、
当
局
の
下
で
要
員
、
機
材
及
び
そ
の
他
の
資
源
を

提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
イ
ラ
ク
の
安
定
及
び
安
全
に
貢
献
す

る
と
の
加
盟
国
の
意
思
を
歓
迎
し
、

　

多
く
の
ク
ウ
ェ
ー
ト
国
民
及
び
第
三
国
の
国
民
の
所
在
が
、

一
九
九
〇
年
八
月
二
日
以
降
、
依
然
と
し
て
明
ら
か
で
な
い
こ

と
を
懸
念
し
、

　

イ
ラ
ク
の
情
勢
は
、
改
善
さ
れ
た
も
の
の
、
引
き
続
き
国
際

の
平
和
及
び
安
全
に
対
す
る
脅
威
を
構
成
す
る
と
認
定
し
、

　

国
際
連
合
憲
章
第
七
章
の
下
に
行
動
し
て
、

一　

加
盟
国
及
び
関
係
機
関
に
対
し
、
制
度
を
改
革
し
国
家
を

再
建
す
る
努
力
に
つ
き
、
イ
ラ
ク
国
民
を
援
助
す
る
と
と
も

に
、
本
決
議
に
従
い
イ
ラ
ク
に
お
け
る
安
定
及
び
安
全
の
状

態
に
貢
献
す
る
よ
う
訴
え
る
。

二　

そ
の
立
場
に
あ
る
す
べ
て
の
加
盟
国
に
対
し
、
国
連
及
び

そ
の
他
の
国
際
機
関
の
イ
ラ
ク
の
た
め
の
人
道
ア
ピ
ー
ル
に

直
ち
に
応
え
、
食
糧
、
医
療
品
並
び
に
イ
ラ
ク
の
経
済
イ
ン

フ
ラ
の
復
興
及
び
復
旧
に
必
要
な
資
源
を
提
供
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
イ
ラ
ク
国
民
の
人
道
上
そ
の
他
の
要
請
を
満
た
す
よ

う
支
援
を
す
る
よ
う
要
請
す
る
。

三　

加
盟
国
に
対
し
、
犯
罪
及
び
残
虐
行
為
に
責
任
が
あ
る
と

の
疑
い
の
あ
る
イ
ラ
ク
の
前
政
権
の
構
成
員
に
安
全
な
避
難

所
を
提
供
す
る
こ
と
を
拒
否
し
、
そ
れ
ら
の
者
に
法
の
裁
き

を
受
け
さ
せ
る
行
動
を
支
援
す
る
よ
う
訴
え
る
。

四　

当
局
に
対
し
、
国
際
連
合
憲
章
及
び
そ
の
他
の
関
連
国
際

法
に
従
い
、
特
に
、
安
全
で
安
定
し
た
状
態
の
回
復
及
び
イ

ラ
ク
国
民
が
自
ら
の
政
治
的
将
来
を
自
由
に
決
定
で
き
る
状

態
の
創
出
に
向
け
て
努
力
す
る
こ
と
を
含
む
、
領
土
の
実
効

的
な
統
治
を
通
じ
て
イ
ラ
ク
国
民
の
福
祉
を
増
進
す
る
こ
と

を
要
請
す
る
。

五　

す
べ
て
の
関
係
者
に
対
し
、
特
に
一
九
四
九
年
の
ジ
ュ

ネ
ー
ブ
諸
条
約
及
び
一
九
〇
七
年
の
ハ
ー
グ
陸
戦
規
則
を
含

む
国
際
法
上
の
義
務
を
完
全
に
遵
守
す
る
よ
う
要
請
す
る
。

六
～
八（
略
）

九　

国
際
的
に
承
認
さ
れ
た
代
表
政
府
が
、
イ
ラ
ク
国
民
に

よ
り
樹
立
さ
れ
当
局
の
責
任
を
引
き
受
け
る
ま
で
の
間
、
イ

ラ
ク
国
民
が
、
当
局
の
支
援
及
び
特
別
代
表
の
協
力
を
得
て
、

自
ら
運
営
す
る
移
行
行
政
機
関
と
し
て
の
イ
ラ
ク
暫
定
行
政

機
構
を
形
成
す
る
こ
と
を
支
援
す
る
。

一
〇　

本
決
議
及
び
そ
の
他
の
関
連
決
議
の
目
的
を
果
た
す
た

め
に
当
局
に
よ
り
必
要
と
さ
れ
る
も
の
以
外
の
イ
ラ
ク
に
対
す

る
武
器
及
び
関
連
物
資
の
売
却
又
は
供
給
に
関
す
る
禁
止
措
置

を
例
外
と
し
て
、
決
議
六
六
一（
一
九
九
〇
）及
び
一
九
九
二
年

一
〇
月
二
日
の
決
議
七
七
八（
一
九
九
二
）を
含
む
そ
の
後
の
関

連
決
議
に
よ
り
設
定
さ
れ
た
イ
ラ
ク
と
の
取
引
及
び
イ
ラ
ク
へ

の
金
融
又
は
経
済
資
源
の
提
供
に
関
す
る
す
べ
て
の
禁
止
措
置

は
、
も
は
や
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
決
定
す
る
。

一
一　

イ
ラ
ク
が
そ
の
武
装
解
除
の
義
務
を
果
た
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
を
再
確
認
し
、
グ
レ
ー
ト
・
ブ
リ
テ
ン
及
び

北
部
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
対

し
、
こ
の
点
に
関
す
る
自
ら
の
活
動
に
つ
き
同
理
事
会
に
報

告
す
る
よ
う
慫
慂
し
、
さ
ら
に
一
九
九
一
年
四
月
三
日
の
決

議
六
八
七（
一
九
九
一
）、
一
九
九
九
年
一
二
月
一
七
日
の
決

議
一
二
八
四（
一
九
九
九
）及
び
二
〇
〇
二
年
一
一
月
八
日
の

決
議
一
四
四
一（
二
〇
〇
二
）に
規
定
さ
れ
る
国
連
監
視
検
証

査
察
委
員
会
及
び
国
際
原
子
力
機
関
の
権
限
を
再
検
討
す
る

同
理
事
会
の
意
思
を
強
調
す
る
。

一
二　

イ
ラ
ク
中
央
銀
行
の
保
有
す
る
イ
ラ
ク
開
発
基
金
が
設

立
さ
れ
、
同
基
金
の
国
際
諮
問
監
視
理
事
会
に
よ
り
認
可
さ

れ
た
独
立
し
た
公
認
会
計
士
に
よ
り
監
査
さ
れ
る
こ
と
に
留

意
す
る
と
と
も
に
、
事
務
総
長
、
国
際
通
貨
基
金
専
務
理
事
、

ア
ラ
ブ
社
会
経
済
開
発
基
金
事
務
局
長
及
び
世
界
銀
行
総
裁

の
正
式
な
資
格
を
有
す
る
代
表
者
が
含
ま
れ
る
当
該
国
際
諮

ベ
ー
シ
ッ
ク
条
約
集
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問
監
視
理
事
会
の
早
期
の
会
合
を
期
待
す
る
。

一
三　

さ
ら
に
、
イ
ラ
ク
開
発
基
金
の
資
金
は
、
当
局
の
指
示

に
よ
り
、
イ
ラ
ク
暫
定
行
政
機
構
と
協
議
の
上
、
下
記
の
第

一
四
項
の
規
定
に
定
め
ら
れ
た
目
的
の
た
め
に
支
出
さ
れ
る

こ
と
に
留
意
す
る
。

一
四　

イ
ラ
ク
開
発
基
金
は
、
イ
ラ
ク
国
民
の
人
道
上
の
要
請

を
満
た
す
た
め
、
イ
ラ
ク
の
イ
ン
フ
ラ
の
修
復
及
び
経
済
再

建
の
た
め
、
イ
ラ
ク
の
武
装
解
除
の
継
続
の
た
め
、
イ
ラ
ク

の
民
政
の
行
政
機
能
の
費
用
の
た
め
、
及
び
イ
ラ
ク
国
民
に

恩
恵
を
与
え
る
そ
の
他
の
目
的
の
た
め
に
、
透
明
性
の
あ
る

方
法
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。

一
五　

（
略
）

一
六　

ま
た
、
事
務
総
長
に
対
し
、
当
局
と
調
整
し
つ
つ
、
本

決
議
の
採
択
か
ら
六
箇
月
間
、
二
〇
〇
三
年
三
月
二
八
日

の
安
全
保
障
理
事
会
決
議
一
四
七
二（
二
〇
〇
三
）
及
び

二
〇
〇
三
年
四
月
二
四
日
の
決
議
一
四
七
六（
二
〇
〇
三
）の

下
で
の
そ
の
責
任
の
執
行
を
継
続
し
、
現
在
実
施
中
の
オ
イ

ル
・
フ
ォ
ー
・
フ
ー
ド
計
画（「
計
画
」）を
こ
の
期
間
中
に
最

も
費
用
効
果
的
な
方
法
で
本
部
レ
ベ
ル
及
び
現
場
の
双
方
で

終
了
し
、
以
下
の
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
含
め
、
計
画

の
下
で
の
残
さ
れ
た
い
か
な
る
活
動
の
運
営
責
任
も
当
局
に

移
行
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
。

（a）
～

（f）（
略
）

一
七（
略
）

一
八　

本
決
議
の
採
択
を
も
っ
て
、
イ
ラ
ク
か
ら
の
石
油
及
び

石
油
製
品
の
輸
出
の
監
視
を
含
む
、
計
画
の
下
で
事
務
総
長

に
よ
り
実
施
さ
れ
て
い
る
観
察
及
び
監
視
活
動
に
関
す
る
機

能
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
を
決
定
す
る
。

一
九　

上
記
第
一
六
項
の
規
定
で
求
め
ら
れ
て
い
る
六
箇
月
間

が
終
了
す
る
時
に
、
決
議
六
六
一（
一
九
九
〇
）の
第
六
項
の
規

定
に
従
い
設
置
さ
れ
た
委
員
会
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
を
決
定

し
、
さ
ら
に
、
同
委
員
会
は
下
記
の
第
二
三
項
の
規
定
に
言
及

さ
れ
て
い
る
個
人
及
び
団
体
を
特
定
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
。

二
〇　

こ
の
決
議
の
採
択
の
日
以
降
、
イ
ラ
ク
か
ら
の
石
油
、

石
油
製
品
及
び
天
然
ガ
ス
の
す
べ
て
の
輸
出
販
売
は
、
国
際

市
場
に
お
け
る
最
良
の
慣
行
に
一
致
さ
せ
る
こ
と
、
ま
た
透

明
性
を
確
保
す
る
た
め
に
上
記
の
第
一
二
項
の
規
定
に
言
及

さ
れ
て
い
る
国
際
諮
問
監
視
理
事
会
に
報
告
す
る
独
立
し
た

公
認
会
計
士
に
よ
る
監
査
を
受
け
る
こ
と
を
決
定
し
、
さ
ら

に
、
下
記
の
第
二
一
項
の
規
定
に
定
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、

そ
の
よ
う
な
販
売
か
ら
得
ら
れ
る
す
べ
て
の
収
益
は
、
国
際

的
に
承
認
さ
れ
た
イ
ラ
ク
の
代
表
政
府
が
適
切
に
樹
立
さ
れ

る
ま
で
、イ
ラ
ク
開
発
基
金
に
入
金
さ
れ
る
こ
と
を
決
定
す
る
。

二
一　

さ
ら
に
、
上
記
の
第
二
〇
項
の
規
定
に
言
及
さ
れ
て
い

る
収
益
の
五
％
は
、
決
議
六
八
七（
一
九
九
一
）及
び
そ
れ
以

降
の
関
連
決
議
に
従
い
設
置
さ
れ
た
賠
償
基
金
に
入
金
さ
れ
、

ま
た
国
際
的
に
承
認
さ
れ
た
イ
ラ
ク
の
代
表
政
府
及
び
国
連

賠
償
委
員
会
の
運
営
委
員
会
が
、
賠
償
基
金
に
支
払
い
が
な

さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
方
法
に
対
す
る
権
限
の
行
使
に
お

い
て
別
途
の
決
定
を
行
わ
な
い
限
り
、
こ
の
規
定
は
適
切
に

樹
立
さ
れ
た
国
際
的
に
承
認
さ
れ
た
イ
ラ
ク
の
代
表
政
府
及

び
い
か
な
る
後
継
政
権
を
も
拘
束
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
。

二
二　

国
際
的
に
承
認
さ
れ
た
イ
ラ
ク
の
代
表
政
府
の
設
立
の

意
義
及
び
上
記
第
一
五
項
の
規
定
に
言
及
さ
れ
て
い
る
イ
ラ
ク

の
債
務
の
再
編
成
の
迅
速
な
完
了
が
望
ま
れ
る
こ
と
に
留
意
し

つ
つ
、
さ
ら
に
、
安
全
保
障
理
事
会
が
別
途
の
決
定
を
行
わ
な

い
限
り
、
二
〇
〇
七
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
、
イ
ラ
ク
原
産
の

石
油
、
石
油
製
品
及
び
天
然
ガ
ス
は
、
権
利
が
最
初
の
購
入
者

に
移
転
す
る
ま
で
の
間
、
訴
訟
手
続
か
ら
免
除
さ
れ
、
い
か
な

る
形
式
の
差
押
え
、
債
権
差
押
え
及
び
執
行
の
対
象
と
は
な
ら

な
い
こ
と
、
す
べ
て
の
国
家
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
内
法
制
度
の

下
で
、
こ
の
保
護
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
い
か
な
る

措
置
も
と
る
こ
と
、
及
び
、
そ
れ
ら
の
売
却
か
ら
生
じ
る
収
益

及
び
債
務
は
、
イ
ラ
ク
開
発
基
金
と
同
様
に
、
国
連
が
享
受

す
る
も
の
と
同
等
の
特
権
免
除
を
享
受
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
。

た
だ
し
、
上
記
の
特
権
免
除
は
、
本
決
議
が
採
択
さ
れ
た
日
以

降
に
生
じ
る
石
油
流
出
を
含
む
生
態
系
へ
の
事
故
に
関
連
し
て

査
定
さ
れ
る
損
害
賠
償
責
任
を
果
た
す
た
め
に
そ
れ
ら
の
収
益

又
は
債
務
に
対
し
て
請
求
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
い
か
な
る

法
的
手
続
き
に
関
し
て
も
適
用
し
な
い
。

二
三　

（a）
本
決
議
採
択
の
日
に
イ
ラ
ク
の
領
域
外
に
所
在
す
る

イ
ラ
ク
の
前
政
権
又
は
そ
の
国
家
組
織
、
企
業
若
し
く
は
機

関
の
資
金
又
は
そ
の
他
の
金
融
資
産
又
は
経
済
資
源
、（b）
サ
ッ

ダ
ー
ム
・
フ
セ
イ
ン
又
は
前
イ
ラ
ク
政
権
の
そ
の
他
の
政
府

高
官
及
び
そ
れ
ら
の
近
親
の
家
族
の
構
成
員（
そ
れ
ら
の
者
又

は
彼
ら
の
代
理
と
し
て
若
し
く
は
彼
ら
の
指
示
に
よ
り
行
動

す
る
者
に
よ
り
、
直
接
的
又
は
間
接
的
に
、
所
有
又
は
支
配

さ
れ
る
団
体
も
含
む
）に
よ
り
イ
ラ
ク
領
外
に
持
ち
出
さ
れ

又
は
獲
得
さ
れ
た
資
金
又
は
そ
の
他
の
金
融
資
産
又
は
経
済

資
源
が
存
在
す
る
す
べ
て
の
加
盟
国
は
、
そ
れ
ら
の
資
金
又

は
そ
の
他
の
金
融
資
産
又
は
経
済
資
源
を
遅
滞
な
く
凍
結
し
、

ま
た
、
こ
れ
ら
の
資
金
又
は
そ
の
他
の
金
融
資
産
又
は
経
済

資
源
自
体
が
こ
れ
ま
で
に
司
法
、
行
政
又
は
仲
裁
上
の
担
保

又
は
判
決
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
限
り
、
即
時
に
イ
ラ
ク

開
発
基
金
に
移
管
す
る
も
の
と
し
、
別
段
の
言
及
の
な
い
限

り
、
民
間
の
個
人
又
は
非
政
府
団
体
に
よ
る
移
管
さ
れ
た
資

金
又
は
そ
の
他
の
金
融
資
産
に
関
す
る
請
求
は
、
国
際
的
に

承
認
さ
れ
た
イ
ラ
ク
の
代
表
政
府
に
対
し
て
提
示
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
了
解
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
。
さ
ら
に
、
そ
の

よ
う
な
す
べ
て
の
資
金
又
は
そ
の
他
の
金
融
資
産
又
は
経
済

資
源
は
、
第
二
二
項
の
規
定
の
下
で
与
え
ら
れ
る
の
と
同
様

の
特
権
免
除
及
び
保
護
を
享
受
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
。

二
四　

事
務
総
長
に
対
し
、
本
決
議
の
履
行
に
関
す
る
特
別
代

表
の
活
動
及
び
国
際
諮
問
監
視
理
事
会
の
作
業
に
つ
い
て
定

期
的
に
安
全
保
障
理
事
会
に
報
告
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
と

と
も
に
、
グ
レ
ー
ト
・
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
部
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

連
合
王
国
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
対
し
、
本
決
議
の
下
で

の
努
力
に
つ
い
て
同
理
事
会
に
対
し
て
定
期
的
に
通
報
す
る

よ
う
慫
慂
す
る
。

二
五　

採
択
か
ら
一
二
箇
月
以
内
に
本
決
議
の
履
行
に
つ
き
評

価
し
、
必
要
と
な
る
更
な
る
措
置
を
検
討
す
る
こ
と
を
決
定

す
る
。

二
六　

加
盟
国
並
び
に
国
際
機
関
及
び
地
域
機
関
に
対
し
、
本

決
議
の
履
行
に
貢
献
す
る
よ
う
要
請
す
る
。

二
七　

こ
の
問
題
に
引
き
続
き
関
与
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
。

ベ
ー
シ
ッ
ク
条
約
集




